




陳 情 第 １ ０ ４ ６ 号

平成３０年 ９月 ４日受理

（件 名） 鹿児島県議会基本条例について

（陳情の趣旨）

労働時間や医療問題が難航していた事で，県議会議員への相談及びメールでの申し
入れを行いました。結果は，議員の資質を疑う回答や返信のない状況で，鹿児島県議
会基本条例の効力のない対応に驚きをかくせませんでした。
県民から選ばれた議員が，倫理を欠いた対応をとり，何ら処罰や是正が促されない

仕組みである事は，県民にとって最大の損失であり，改変・補足の重要性を問う問題
と考えます。
県民の安心できる議会作りの観点や信頼がおける議会作りの観点から，鹿児島県議

会基本条例が県全体に効果を齎す条例への改正を求めます。


